
委 員 会 提 出 議 案 第 １ 号  

                               
   平 和 安 全 保 障 関 連 法 の 廃 止 を 求 め る 意 見 書 の 提 出 に つ  

い て  

 
上 記 の 議 案 を 別 紙 の と お り 、 南 相 馬 市 議 会 会 議 規 則 第 １ ４ 条 第 ２

項 の 規 定 に よ り 提 出 し ま す 。  

 
  平 成 ２ ８ 年 ３ 月 ２ ４ 日 提 出  

 
 南 相 馬 市 議 会 議 長   平  田    武  様  

 
                 提 出 者  総 務 常 任 委 員 長  

                     小  川  尚  一 



 

   平 和 安 全 保 障 関 連 法 の 廃 止 を 求 め る 意 見 書 （ 案 ）  

 
 昨 年 ９ 月 19日 未 明 に 成 立 し た 平 和 安 全 保 障 関 連 法 は 、 日 本 国 憲 法

に 真 っ 向 か ら 背 く 違 憲 の 恐 れ が あ り ま す 。 

 憲 法 第 ９ 条 を 踏 み に じ り 、 自 衛 隊 の 海 外 で の 武 力 行 使 に 道 を 開 く

も の で す 。 米 軍 と 自 衛 隊 の 軍 事 分 担 を 決 め た 日 米 防 衛 ガ イ ド ラ イ ン

改 定 に 基 づ き 、 い つ で も ど こ で も 米 軍 主 導 の あ ら ゆ る 戦 争 に 自 衛 隊

が 参 加 し 、 日 本 が 直 接 攻 撃 さ れ て い な く て も 、 平 時 か ら 集 団 的 自 衛

権 の 行 使 に 至 る ま で 、 ど ん な と き で も 米 軍 を 支 援 す る こ と が 可 能 に

な り ま す 。 法 に は 平 和 や 安 全 の 名 前 が つ い て い ま す が 、 自 衛 隊 が 地

球 規 模 で 戦 闘 の 場 に 行 き 、 武 力 を 行 使 す る こ と が 現 実 と な り ま す 。 

 立 憲 主 義 、 民 主 主 義 、 法 の 支 配 と い う 我 が 国 の 存 立 を 土 台 か ら 覆

し 、 日 本 の 平 和 と 国 民 の 命 を 危 険 に さ ら す こ の よ う な 法 律 を 、 一 刻

た り と も 放 置 す る わ け に は い き ま せ ん 。 ど の 世 論 調 査 で も 反 対 が 多

数 で す 。 若 者 か ら 戦 争 体 験 者 ま で 、 自 民 党 元 幹 事 長 を 初 め 、 保 守 を

名 乗 る 人 々 か ら も 、 「 戦 争 は ぜ っ た い ダ メ 」 の 声 が 上 が り 、 全 て の

弁 護 士 が 強 制 加 入 す る 日 本 弁 護 士 連 合 会 も 法 案 の 違 法 性 を 強 く 訴 え 、

日 本 中 で 反 対 運 動 が 広 が っ て い ま す 。 

 憲 法 第 ９ 条 を 世 界 に 発 信 し 、 外 交 努 力 と 話 し 合 い に よ る 国 際 協 力

こ そ 求 め ら れ て い ま す 。 

 よ っ て 南 相 馬 市 議 会 は 、 平 和 安 全 保 障 関 連 法 を 廃 止 す る よ う 強 く

要 請 す る 。 

 以 上 、 地 方 自 治 法 第 ９ ９ 条 の 規 定 に よ り 意 見 書 を 提 出 し ま す 。 

 平 成 ２ ８ 年 ３ 月 ２ ４ 日 

          福 島 県 南 相 馬 市 議 会 議 長  平 田   武    
 衆 議 院 議 長   様  
 参 議 院 議 長   様  
 内 閣 総 理 大 臣  様  
 防 衛 大 臣    様  
 外 務 大 臣    様 

 

 

 

 


